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◇ 平成 27 年分の贈与税の申告と納税は、平成 28 年３月 15 日（火）までです。 ◇ 
    (詳しくは６ページをご覧ください。)        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

平成 27 年分
贈 与 税 の 申 告 の し か た 

「確定申告書等作成コーナー」で贈与税の申告書を作成しましょう!作成した申告書は書面で郵送又はe - T a xで送信!

○ 贈与税・相続税の税制改正などに関する情報を確認する場合は、国税庁ホームページの 
「相続税・贈与税特集」【www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm】 
（ホーム＞税について調べる＞パンフレット・手引き「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」）をご利用ください。

税 務 署 



◎ 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入について

  社会保障・税番号制度の導入により、税務署へ提出する税務関係書類には、個人番号の記載が必要

となります。具体的には、①申告書を提出する方は平成 28 年分以降の申告書（一般的には平成 29 年

以降に提出するもの）に、②申請・届出書を提出する方は、原則として、平成 28 年１月以降に提出す

る申請・届出書に、個人番号を記載して提出する必要があります。 

  また、税務署に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書

類の写しを申告書等に添付する必要があります。 

  なお、社会保障・税番号制度全般に関する情報は内閣官房ホームページを、国税分野に関する情報

は国税庁ホームページ及び e-Tax ホームページをご覧ください。 

▶ 内閣官房ホームページ（www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html） 

▶ 国税庁ホームページ（www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm） 

▶ e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/yokuaru.htm）

画面の案内に従い、 

必要事項を入力すると・・・       

まずは、国税庁ホームページへアクセス 

国税庁  
検 索www.nta.go.jp

 「確定申告書等作成コーナー」へ  

国税庁ホームページから 国税庁ホームページ ※この画面は、平成27年10月現在のものです。 

もっと詳しく!! 
56ページをご覧ください。 

完 成！ 

贈与税の申告書は 
 

国税庁ホームページの 

「確定申告書等作成コーナー」で 

贈与税の申告書が作成できます。 

国税庁ホームページで作成・印刷して郵送等で提出又はe-Taxで送信！ 

 


